
♂

第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
江
戸
幕
府
の
禁
霧
政
策
（
下
）

江
戸
幕
府
の
禁
書
政
策
㈲

第
四
號

五
〇
（
五
五
四
）

　
　
　
　
三
、
輸
入
洋
書
に
諭
す
る
幕
麿
の
態
度

　
元
羽
掻
芦
幕
府
の
所
謂
「
禁
書
」
政
策
は
、
輸
入
漢
書
に

謝
し
て
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
か
、
る
治
政

下
に
着
て
、
洋
書
が
如
何
な
る
運
命
の
手
に
委
ね
ら
れ
て

居
た
か
は
、
漢
書
に
駕
す
る
禁
書
政
策
に
關
聯
し
て
、
嘗

然
起
っ
て
寝
る
疑
問
で
あ
る
か
ら
、
前
者
に
附
随
せ
る
問

題
ご
し
て
、
此
腱
に
「
考
察
を
加
へ
て
諄
く
の
も
、
必
ず

し
も
贅
疵
で
は
あ
る
ま
い
。

　
洋
書
に
野
す
る
幕
府
の
態
度
は
、
大
払
男
並
漢
書
に
罫

す
る
そ
れ
ご
、
恰
も
形
影
相
件
ふ
の
厭
態
に
在
る
も
の
ε

見
饗
し
て
よ
い
。
所
で
洋
書
に
就
て
は
、
幕
府
は
絡
始
何

等
の
禁
制
を
も
設
け
て
は
居
ら
な
い
。
織
豊
時
代
か
ら
近

世
の
初
頭
に
か
け
て
、
海
外
貿
易
の
隆
盛
、
耶
蘇
敷
宣
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穐

交
學
士
中
村
喜
代
三

師
の
活
躍
ご
共
に
、
我
熟
化
に
し
て
洋
字
を
解
し
、
洋
書
を

謹
み
得
る
者
の
段
々
に
鵠
來
で
家
た
の
は
孚
は
れ
な
い
。

け
れ
こ
も
そ
は
数
に
於
て
、
漢
書
の
そ
れ
ご
は
比
較
に
な

ら
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
又
洋
書
の
舶
載
こ
て
も
。
宣
駿

師
が
齎
す
物
以
外
は
、
殆
ざ
無
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、

幕
府
が
洋
書
を
顧
慮
の
外
に
置
い
た
の
は
、
さ
も
あ
る
べ

き
事
で
あ
る
。
そ
し
て
耶
蘇
敷
三
論
、
宣
敷
米
放
逐
、
鎖

國
断
行
の
結
果
、
一
般
民
衆
は
洋
字
洋
書
に
接
す
る
機
會

を
次
第
に
失
ひ
、
一
方
に
於
て
は
、
諸
種
の
疑
惑
を
被
む

る
事
を
恐
れ
て
。
横
虚
字
に
親
し
む
を
避
け
た
で
あ
ら
う

か
ら
、
切
角
以
前
に
得
た
洋
宇
の
智
識
、
洋
書
に
調
す
る

績
書
力
は
、
歳
月
ご
共
に
浴
滅
し
、
我
が
國
民
ε
洋
書
ビ

の
關
係
は
、
爵
ら
絶
た
れ
る
に
至
っ
た
も
の
ご
見
る
べ
き



で
あ
る
。

　
唯
長
崎
の
通
詞
の
み
は
、
職
掌
柄
洋
字
洋
書
に
接
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

事
を
許
さ
れ
た
。
勿
論
蘭
商
の
手
を
経
て
、
洋
書
を
得
る

時
に
は
、
長
崎
奉
行
の
認
可
を
要
し
た
事
は
推
察
す
る
に

難
く
は
無
い
。
蘭
學
事
始
雛
に

　
渡
海
御
発
の
阿
蘭
陀
に
て
も
、
其
通
用
の
横
行
の
丈
字
、
讃
み

　
書
の
事
は
御
禁
止
な
る
に
よ
り
、
通
詞
の
輩
も
只
か
た
假
名
の

　
書
留
等
ま
で
に
て
、
口
つ
か
ら
記
臆
し
て
，
通
辮
の
御
用
も
辮

　
ぜ
し
に
て
年
月
を
経
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
ビ
あ
る
の
は
、
先
輩
の
言
の
如
く
、
頗
る
疑
は
し
．
い
の

で
あ
る
。
寛
文
十
一
年
九
月
め
阿
蘭
陀
通
事
起
請
文
前
書

に
も
「
阿
蘭
陀
文
学
、
南
螢
嚢
底
書
面
の
蓮
、
何
標
の
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

に
て
も
無
繕
有
膿
に
和
解
可
串
上
盤
事
」
と
あ
b
、
正
徳

五
年
六
月
越
阿
蘭
陀
方
通
事
法
度
書
に
も
「
大
小
蓮
詞
は

蓮
辮
能
致
し
、
或
は
阿
蘭
陀
丈
宇
護
書
し
候
等
の
儀
共
専

　
　
　
　
（
三
）

用
の
事
に
候
」
ご
あ
る
か
ら
、
通
詞
に
期
し
て
は
、
洋
文

の
讃
書
が
、
禁
止
せ
ら
れ
て
居
っ
た
所
で
は
無
い
。
寧
ろ

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
戸
幕
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

奨
厨
さ
れ
て
居
っ
た
事
は
、
同
法
度
書
の
他
の
背
面
に
因

つ
・
て
も
覗
は
れ
る
の
で
あ
る
。
其
の
爲
に
阿
蘭
陀
通
詞
の

中
か
ら
は
、
舶
來
の
欝
書
に
心
を
潜
め
た
蘭
方
櫓
林
流
の

祓
楢
林
鎭
山
の
如
き
、
阿
蘭
陀
の
解
剖
書
に
基
い
て
、
書

を
著
し
た
本
木
良
意
の
如
き
士
が
、
元
緑
賓
永
以
前
に
現

は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
斯
く
の
如
く
江
戸
前
宇
期
に
あ
っ
て
は
、
洋
書
が
商
品

ご
し
て
輸
入
さ
れ
る
程
の
、
著
し
い
現
象
も
無
く
、
護
者

は
僅
に
長
崎
の
阿
蘭
陀
逼
三
共
に
限
ら
れ
て
居
る
様
な
次

第
で
あ
っ
た
の
で
、
　
一
般
皇
民
に
取
っ
て
は
、
事
實
上
禁

書
で
あ
っ
た
の
ご
毫
も
異
る
所
は
無
か
っ
た
。
最
初
特
に

洋
書
の
閲
讃
を
禁
じ
た
謬
で
は
な
か
っ
た
が
、
慮
然
の
趨

勢
が
、
さ
う
い
ふ
形
を
取
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
か
、
る
歌
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
享
保
五
年
輸
入
漢
書
に

封
し
て
、
影
堂
合
を
下
し
た
時
に
も
、
洋
書
は
敢
て
慧
知
す

る
所
で
は
無
か
っ
た
が
、
其
の
波
働
は
簾
軸
て
洋
書
に
甥
す

る
幕
府
の
態
度
に
、
及
ば
な
い
繹
に
は
行
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
醗
　
　
　
五
｝
　
（
五
玉
五
）

ヤ



　
　
　
第
十
嚇
懸
　
　
研
　
究
　
　
江
戸
鞭
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

好
學
3
5
の
強
い
吉
宗
が
、
洋
書
に
注
意
を
彿
ひ
出
し
た
に

就
て
は
、
蘭
學
事
瀧
三
話
を
傳
へ
て
居
を
。
吉
宗
が

或
時
絡
入
の
蘭
書
を
見
て
、
其
の
圖
の
精
密
な
の
に
、
い

た
く
戚
に
打
た
れ
、
圖
で
さ
へ
，
此
れ
位
精
密
な
の
で
あ
る

か
ら
、
内
容
を
護
み
得
た
な
ら
ば
、
定
め
七
分
目
所
が
多

い
で
あ
ら
う
、
ご
云
ふ
考
へ
を
抱
い
た
。
寛
保
元
年
青
木

昆
陽
、
野
呂
玄
丈
の
爾
人
が
、
蘭
語
學
習
の
命
を
受
け
た

の
は
、
さ
う
し
た
機
縁
に
因
る
も
の
こ
記
さ
れ
て
居
る
。

昆
陽
が
長
崎
で
、
蘭
語
を
學
警
す
る
に
就
て
は
、
質
地
の

蓮
詞
吉
雄
幸
作
、
西
善
三
郎
等
の
入
々
に
指
導
誘
腋
を
受

け
た
事
は
、
少
く
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
蘭
學
・
三

菱
や
、
蘭
學
階
梯
讐
、
西
、
吉
雄
等
の
通
詞
が
、
其

頃
蓮
詞
に
豊
し
て
も
墨
字
の
修
得
、
蘭
書
の
閲
護
を
許
さ

れ
た
な
ら
ば
、
從
家
の
暗
記
の
み
に
由
る
蓮
辮
ご
は
違
っ

て
、
萬
事
事
情
が
明
白
に
な
っ
て
、
御
用
を
勤
め
る
の
に

も
都
合
が
宜
し
い
か
ら
ご
願
ひ
毘
で
旋
結
果
、
始
め
て
通

詞
等
に
も
、
幕
府
が
之
を
許
し
た
榛
に
記
し
て
居
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
第
四
…
號
　
　
　
　
五
二
　
　
（
五
五
六
）

既
に
も
述
べ
た
通
り
、
通
詞
の
職
分
か
ら
言
っ
て
も
、
頗

る
首
肯
し
蕪
ね
る
記
事
で
あ
る
。

　
斯
く
し
て
洋
學
勃
興
の
端
緒
は
開
か
れ
π
。
從
來
通
詞

の
み
の
所
有
で
あ
っ
た
横
坐
字
は
、
中
央
隠
場
の
手
に
移

さ
れ
た
。
銀
券
に
志
す
者
は
、
次
第
に
頭
を
蓬
げ
で
摩
た

洋
學
の
研
究
に
は
、
洋
書
を
必
要
こ
す
る
。
需
要
の
存
す

る
所
、
豊
供
給
無
か
ら
ん
や
で
、
洋
書
も
追
々
輸
入
を
見

る
に
至
つ
π
。
固
よ
り
躍
然
ε
て
も
、
最
初
は
濫
會
一
般

に
饗
し
て
許
可
し
淀
課
で
は
無
か
っ
た
が
、
時
入
の
之
に

指
を
染
め
る
者
が
出
來
・
て
來
て
も
、
幕
府
は
獣
罰
す
る
…
慌

に
な
っ
た
。
そ
れ
ご
同
じ
く
、
一
般
に
謝
す
る
洋
書
の
楡

入
墨
買
も
、
特
に
許
し
π
め
で
は
無
か
っ
た
け
れ
こ
も
、

政
策
の
憂
更
に
俘
っ
て
、
黙
許
の
姿
こ
な
っ
た
の
で
あ
る

つ
ま
り
寛
保
延
享
以
來
何
時
ご
は
無
し
に
、
幕
府
の
態
度

が
緩
和
さ
れ
た
も
の
ざ
考
へ
て
、
大
い
な
る
誤
は
な
か
ら

う
ご
思
ふ
。

　
其
後
蘭
學
は
、
貰
食
安
永
に
、
前
野
良
澤
、
杉
田
玄
自

へ

∴



等
が
出
　
て
漸
く
盛
大
こ
な
っ
た
。
文
化
を
経
て
天
保
に
至

っ
て
は
、
蘭
風
は
活
山
ご
し
て
下
平
に
浸
潤
し
、
衣
服
諸

道
具
類
を
、
蘭
宇
を
以
て
染
め
る
機
な
数
寄
者
を
も
生
す

る
楼
に
な
っ
た
。
幕
府
に
於
て
も
、
・
文
化
五
年
有
司
に
一
封

し
て
、
蘭
學
奨
働
の
前
書
を
下
す
標
に
な
っ
た
程
で
あ
る

　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

か
ら
、
か
、
る
風
潮
に
從
っ
て
、
洋
書
の
輸
入
も
、
其
の

数
量
を
増
加
し
て
行
っ
た
事
は
疑
ひ
な
い
。
嘉
永
五
年
刊

行
の
西
洋
岩
魚
繹
述
目
録
に
、
愚
意
天
文
地
理
暦
算
舎
密

本
草
等
の
翻
謬
著
書
目
、
二
百
数
十
を
算
し
て
居
る
の
は

即
ち
之
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
9

　
洋
書
の
輪
入
が
、
行
は
れ
る
襟
に
な
っ
て
も
、
始
め
は

・
格
別
の
取
締
法
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
所
が
蘭
學
普
及

に
俘
っ
て
、
未
熟
の
輩
が
蘭
書
を
取
扱
ひ
、
臆
断
杜
撰
の

翻
鐸
を
な
し
、
奇
怪
の
論
説
を
唱
へ
る
者
も
現
は
れ
る
に

至
っ
た
の
で
、
嘉
永
三
年
九
月
、
輸
入
蘭
書
は
、
悉
く
其

の
書
名
を
長
崎
奉
行
に
屑
出
で
、
奉
行
の
許
可
を
得
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

の
に
限
っ
て
、
其
の
流
布
を
許
し
た
。
後
に
安
政
六
年
七

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
江
戸
墓
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

月
、
聯
奈
川
長
崎
函
館
が
開
港
に
な
っ
て
か
ら
は
、
外
國

商
人
よ
り
輸
入
の
洋
書
は
、
各
運
上
所
で
槍
閲
を
施
す
事

　
　
　
　
　
（
六
）

に
改
め
ら
れ
た
。

　
斯
く
て
江
戸
前
漁
期
に
於
て
は
、
少
数
の
、
而
も
特
定

の
官
職
に
在
る
者
以
外
、
全
然
國
民
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
居

た
洋
書
I
I
∴
皐
保
後
に
顧
て
も
、
軍
に
蘭
…
宇
二
十
五
を
挿

入
し
た
が
爲
に
、
明
和
二
年
刊
行
の
紅
毛
談
が
、
絶
板
の

　
　
　
　
　
　
（
七
）

憂
目
に
會
つ
た
程
、
一
時
世
に
揮
ら
れ
た
洋
字
が
、
幕
末

に
及
ん
で
は
、
長
崎
等
に
於
て
も
、
公
然
洋
書
の
翻
刻
が

行
は
れ
、
幕
府
は
安
政
三
年
六
月
之
に
謝
し
て
、
其
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
入
）

心
立
閲
を
、
蕃
書
調
所
に
て
行
ふ
べ
き
旨
を
命
ず
る
迄
に
、

形
勢
の
進
化
を
見
る
に
至
っ
た
。

　
而
も
江
芦
時
代
の
市
報
洋
書
問
題
が
、
比
較
的
軍
純
に

終
っ
た
の
は
、
営
時
の
亀
入
洋
書
は
、
殆
ご
大
部
分
科
學

的
方
面
に
噛
す
る
物
で
あ
り
、
主
こ
し
て
近
世
の
交
化
が

此
問
題
の
錯
雑
を
來
す
迄
に
猶
未
だ
登
達
し
て
居
ら
な
か

っ
た
が
爲
に
外
な
ら
澱
。

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
三
　
（
五
五
七
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
江
戸
簾
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

　
（
一
）
　
長
綺
ミ
海
外
丈
化
下
編
三
頁
。
　
・

　
（
二
）
　
蓮
舷
一
甕
巻
一
四
八
Q

　
（
三
）
　
同
上
。

　
（
四
）
　
見
に
て
ぬ
夢
（
三
唱
川
山
ハ
驚
撒
上
｛
筈
）
O

　
（
五
）
　
徳
川
禁
令
一
巻
二
七
．
追
加
市
中
取
締
類
集
九
ノ
八
九
、
績
泰

　
　
　
亭
年
表
九
。

　
（
山
頭
）
　
昭
｛
偲
院
…
殿
御
實
紀
O

　
（
七
）
　
繭
學
事
始
上
巻
。

　
（
入
）
　
漁
恭
院
殿
御
實
紀
。

　
　
　
　
四
、
結
　
　
　
論

　
近
世
に
於
け
る
徳
川
幕
府
の
禁
書
政
策
l
I
書
籍
を
媒

介
こ
す
る
西
洋
患
想
の
輸
入
に
賦
し
、
幕
府
が
如
何
な
る

態
度
を
以
て
臨
ん
だ
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
如
何
な
る
風
に

墾
化
し
て
行
つ
だ
か
は
、
以
上
述
べ
來
つ
た
所
に
由
っ
て

私
の
考
察
は
賂
濾
す
を
得
た
積
り
で
あ
る
。

　
魏
っ
て
惟
ふ
に
、
此
の
禁
書
政
策
、
即
ち
思
想
上
の
雷

干
は
、
政
治
上
の
鎖
國
と
相
経
っ
て
、
我
國
近
世
の
文
化

形
成
に
影
響
を
輿
へ
た
事
、
頗
る
甚
大
な
る
も
の
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
四
　
（
玉
五
入
）
．

た
。
こ
れ
に
因
っ
て
、
西
洋
ご
の
思
想
的
交
渉
は
一
時
断

絶
し
、
殊
に
科
學
思
想
の
蓬
歩
は
、
著
し
く
阻
害
さ
れ
、

入
文
上
に
於
て
、
我
國
は
凡
そ
一
時
代
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ

ッ
プ
を
、
西
洋
諸
國
に
輿
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
機
に
な
っ

た
。
司
馬
江
漢
を
し
て
「
吾
國
の
入
は
、
萬
物
を
窮
理
す

る
事
を
好
ま
す
、
天
文
地
理
の
事
を
も
好
ま
す
、
淺
慮
短

　
　
（
一
〉

智
な
り
」
ご
罵
る
に
至
ら
し
め
元
。
而
も
其
の
間
國
民
思

想
の
確
立
を
期
し
．
日
本
猫
特
の
丈
化
－
1
假
令
そ
れ
が

規
模
の
小
さ
く
、
奥
行
の
深
く
な
い
も
の
に
も
せ
よ
一

を
圓
熟
せ
し
め
、
以
て
他
日
登
展
の
基
礎
に
備
へ
得
た
事

を
考
へ
れ
ば
、
張
ち
に
有
害
無
血
で
あ
っ
た
ご
し
て
非
難

し
去
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
け
れ
ざ
も
そ
は
今
日
大
局

よ
り
槻
察
し
て
な
し
得
る
議
論
で
あ
っ
て
、
當
初
幕
府
が

國
家
百
年
の
大
計
を
慮
っ
て
、
か
、
る
政
策
を
探
っ
た
も

の
で
無
い
事
は
、
固
よ
り
明
自
な
事
實
で
あ
る
。
幕
府
は

此
の
方
法
に
墓
い
て
、
入
心
の
動
播
i
一
惹
い
て
は
武
家

政
治
に
由
る
國
家
的
統
一
の
崩
壌
i
を
防
禦
す
る
手
段



に
供
し
た
に
過
ぎ
澱
。
其
の
動
機
は
、
凡
て
政
治
的
原
因

に
存
在
す
る
も
の
で
、
一
瓢
宇
個
も
交
化
擁
護
の
趣
旨
を

含
め
る
も
の
で
は
な
い
。
世
の
進
運
や
、
証
會
の
文
化
は

彼
等
ご
没
交
渉
で
あ
る
。
寧
ろ
こ
の
輸
入
書
政
策
は
、
徳

川
幕
府
が
政
治
上
の
目
的
の
爲
に
は
、
文
化
を
も
犠
牲
に

供
し
て
、
敢
て
揮
ら
な
か
っ
た
一
例
謹
ご
も
見
る
を
得
る

で
あ
ら
う
。
所
謂
禁
書
ご
い
ふ
事
相
が
、
民
族
的
精
髄
、

及
び
國
民
文
化
の
根
帯
を
固
む
る
に
カ
の
あ
っ
た
ご
い
ふ

事
は
、
爲
政
者
に
ご
つ
て
は
遇
然
の
所
産
で
あ
る
。
全
く

豫
期
し
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。

　
享
保
延
享
に
於
サ
る
吉
宗
の
弛
禁
は
、
租
法
の
維
持
、

奮
慣
の
墨
守
を
以
て
能
事
と
し
た
徳
川
幕
府
の
慮
置
ご
し

て
は
、
最
も
特
筆
す
べ
き
事
件
の
一
ご
総
し
て
過
言
で
は

あ
る
ま
い
。
吉
宗
の
英
断
に
由
っ
て
、
江
芦
後
席
期
の
文

化
は
、
顯
著
な
る
影
響
を
受
け
、
洋
學
の
勃
興
、
開
國
思

想
の
胚
胎
等
は
、
直
接
間
接
此
の
弛
禁
令
に
、
其
の
源
流

を
幽
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
近
世
史
に
有
す
る
文
化
史

　
　
　
第
十
叫
療
匂
　
研
　
究
　
　
江
戸
幕
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

的
血
昼
義
は
、
寛
・
永
の
趣
不
潔
目
A
p
ご
丑
ハ
に
、
甚
だ
重
大
な
る
も

の
で
あ
る
。
抑
幕
府
に
し
て
時
務
を
達
窺
し
た
な
ら
ば
、

少
く
ε
も
享
保
の
漢
書
に
封
ず
る
弛
禁
の
精
帥
の
如
き
は

融
然
幕
府
禁
書
倉
施
行
の
際
に
於
て
馬
漕
に
實
際
に
採
用

せ
ら
れ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
澱
も
の
で
あ
る
。
さ
り
乍
ら

江
戸
時
代
の
中
葉
、
時
恰
も
肝
内
全
く
整
備
し
、
國
民
生

漏
壷
充
實
を
來
し
た
時
、
猫
少
か
ら
ぬ
制
限
を
受
け
、
限

ら
れ
た
窮
窟
な
範
園
内
に
於
て
い
は
あ
っ
た
け
れ
ざ
も
、

兎
に
も
角
に
も
思
想
上
に
「
部
の
開
基
を
見
、
欧
洲
の
學

藝
ε
、
我
國
民
ご
の
接
鰯
を
招
き
、
次
第
に
多
く
彼
國
の

思
想
文
物
を
咀
囑
理
解
す
る
者
を
生
す
る
に
至
っ
た
事
は

明
治
維
新
後
の
館
下
に
資
す
る
事
少
く
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
江
戸
時
代
二
百
六
十
年
、
鎖
國
方
針
を
嚴
守
し
て

世
界
的
に
孤
立
の
地
位
に
甘
ん
じ
た
に
も
拘
ら
す
、
　
一
朝

政
治
的
開
講
の
騰
、
よ
く
泰
西
の
風
潮
に
順
癒
し
て
、
其

の
進
路
を
誤
ら
な
か
っ
た
の
は
、
政
治
上
思
想
上
の
鎖
國

時
代
中
に
、
魯
魚
吉
宗
の
如
き
達
識
聰
明
の
士
が
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
五
五
　
（
五
五
九
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
．
江
戸
幕
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

政
治
上
の
鎖
國
が
、
幕
宋
言
忌
始
一
貫
…
愛
る
事
の
な
か
っ

た
に
先
ん
じ
、
或
程
度
迄
の
思
想
序
開
國
を
行
ひ
、
以
て

國
民
の
頭
謄
を
訓
練
し
得
る
機
會
を
與
へ
た
に
職
幽
す
る

事
、
蓋
し
多
き
に
居
る
で
あ
ら
う
Q
既
の
黙
交
化
史
上
に

於
け
る
吉
宗
の
功
績
は
、
政
治
面
に
於
け
る
井
伊
大
老
の

そ
れ
ご
共
に
、
没
す
る
事
の
男
呼
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
斯
く
の
如
く
近
景
の
思
想
的
行
乞
は
、
專
ら
科
編
纂
方

面
に
向
っ
て
行
は
れ
た
。
け
れ
こ
も
宗
駁
書
に
醤
し
て
は

途
に
思
想
的
解
放
の
時
機
が
到
黒
し
な
か
っ
た
。
假
令
純

然
た
る
宗
激
書
で
な
く
て
も
、
少
し
く
耶
蘇
激
に
画
す
る

筆
鰯
の
濃
い
も
の
は
、
宗
敷
書
ご
同
一
親
さ
れ
て
、
享
保

に
於
て
す
ら
禁
解
か
ら
除
外
さ
れ
た
位
で
あ
る
か
ら
、
況

ん
や
耶
蘇
駿
を
説
け
る
物
に
於
で
を
や
で
あ
る
。
耶
蘇
激

排
斥
は
、
幕
府
の
傳
統
的
精
淋
で
あ
る
Q
何
人
ε
錐
も
、

此
の
祀
法
を
破
る
を
得
な
か
っ
た
蛎
。
そ
れ
は
軍
に
隠
亡
者

其
の
入
の
識
量
の
問
題
よ
り
も
、
其
の
入
物
の
駿
育
誌
面

會
的
背
景
ε
し
て
、
籐
）
に
儒
佛
護
憲
の
勢
力
が
、
根
強

　
　
　
　
　
　
　
餓
瓢
四
號
　
　
　
　
一
血
山
ハ
　
（
五
山
ハ
○
）

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
既
に
前
年
諸
外
野
ご
通
商
關
係
を
孔

結
び
、
政
治
上
の
鎖
鎌
方
針
を
破
棄
し
た
安
政
六
年
七
月

に
も
、
楡
入
書
籍
は
棘
奈
川
長
崎
画
館
三
開
港
場
の
運
上

所
に
於
て
、
改
印
を
施
し
、
「
改
印
無
之
、
聯
二
而
も
御
制

禁
宗
門
の
事
に
相
渉
候
書
籍
類
、
取
扱
候
も
の
有
之
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
）

み
て
は
、
巌
科
に
可
被
門
経
」
ご
て
、
宗
激
書
の
渡
來
を

防
ぐ
に
、
腐
心
し
て
居
る
の
は
、
就
會
の
秩
序
を
掩
観
す

る
も
の
は
耶
蘇
毅
で
あ
る
。
ご
の
槻
念
が
、
最
後
迄
牢
乎

ε
し
て
抜
く
事
の
出
來
な
い
爲
で
あ
る
。

　
斯
襟
に
耶
蘇
激
思
想
の
傳
來
は
、
極
力
防
止
し
た
が
、

鐘
始
聲
の
画
嚢
集
の
如
き
、
反
照
虚
数
思
想
の
喩
入
は
、

多
く
の
場
合
之
を
許
し
だ
。
そ
れ
は
國
内
に
於
て
も
、
古

く
は
破
吉
利
支
丹
、
で
う
す
問
答
を
始
め
、
嘉
永
安
政
…
以

降
数
々
の
破
邪
書
の
、
公
刊
を
認
め
た
の
と
同
じ
で
あ

る
。

　
け
れ
ご
も
識
者
は
既
に
業
に
、
幕
府
の
耶
蘇
敏
に
甥
す

る
禁
書
政
策
の
、
迂
愚
を
難
じ
て
居
る
。
例
へ
ば
自
石
は



「
た
ご
へ
是
を
嘱
す
ご
も
、
何
ぞ
正
駿
に
害
有
程
の
事
有
ぺ

け
ん
や
、
但
し
入
奇
を
好
む
を
以
て
、
渾
り
有
べ
き
歎
」
ご

　
　
（
三
）

．
云
ひ
、
租
徐
は
「
吉
利
支
丹
ノ
書
籍
御
藏
二
之
有
ル
ハ
、

儒
者
ナ
ド
ニ
七
七
置
キ
凹
7
、
邪
宗
ノ
吟
昧
ナ
セ
タ
キ
コ
ト

　
　
　
（
四
）
伽

也
」
ご
唱
へ
、
通
人
十
篇
の
識
語
に
は
、

　
天
主
教
國
禁
牢
嚴
夷
（
中
略
）
、
郡
其
害
、
伜
海
舶
不
賃
、
以
故

　
管
内
莫
知
聖
教
嫡
孫
何
若
已
、
憶
意
知
其
一
面
包
禍
、
或
潜
乎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
　
他
醇
乎
、
其
書
弗
存
，
將
何
以
寸
寸
哉
、
亦
有
司
之
過
也
。

　
ビ
迄
極
論
し
て
居
る
。
更
に
猶
一
入
の
所
論
を
附
け
加

へ
て
鐙
か
う
。
か
の
本
多
利
明
は
、
奨
の
西
域
物
語
窓
上

に
於
て
、
支
那
に
於
け
る
耶
蘇
数
流
行
の
次
第
を
述
べ
て

後
、　

若
し
天
主
敏
も
、
所
調
切
支
丹
の
所
爲
ミ
等
く
あ
ら
ば
、
長
崎

　
　
へ
渡
來
の
支
那
舶
の
内
に
も
，
ポ
ル
ト
ガ
ル
入
同
様
の
者
何
程

　
も
あ
る
べ
し
、
愚
察
す
る
に
、
庶
民
を
愚
魯
の
儘
に
置
か
ん
策

　
に
も
あ
ら
ん
至
極
な
れ
曹
も
，
其
官
職
有
司
も
、
眞
僑
も
獅
へ

　
ざ
る
は
、
本
意
な
る
に
似
た
り
、
鍛
り
に
國
民
の
愚
魯
は
、
他

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
紅
戸
幕
府
の
禁
書
致
策
（
下
）

　
國
よ
り
掠
る
の
憂
あ
り
、
大
事
に
係
れ
ば
，
左
な
き
様
に
あ
り

　
度
も
の
な
り
。

　
ご
手
痛
く
も
喝
破
し
て
居
る
。
こ
れ
は
前
者
の
如
く
、

字
面
の
上
に
は
露
骨
で
な
い
が
、
内
容
は
幕
府
の
禁
書
政

策
に
穿
れ
て
居
る
事
を
否
み
難
い
。

　
要
す
る
に
禁
書
政
策
に
重
く
所
の
、
思
想
上
の
鐙
國
は

i
從
來
比
■
較
的
閑
却
さ
れ
て
居
た
問
題
で
は
あ
る
け
れ

ご
も
i
耶
蘇
激
が
我
が
近
世
文
化
史
上
に
齎
し
た
、
最

も
顯
著
な
、
且
甚
だ
重
大
な
現
象
の
一
と
し
て
認
め
る
に

何
人
も
異
存
は
な
か
ら
う
ε
即
く
る
。

（
叫
）

（
二
）

（
三
）

　
（
四
）

（
五
）

〔
追
補
〕

一
、

春
波
櫻
筆
記
。

昭
徳
院
殿
御
實
紀
。

骨
董
雑
談
巻
之
下
。

政
談
四
。

一
語
、
雷
巻
一
四
、
海
簸
巷
一
〇

　
蓮
航
一
魔
巻
一
四
三
に
依
る
ミ
、
長
晦
諸
欝
利
の
任
命
に
、
冤
丈
年

中
の
事
ミ
あ
ろ
か
ら
、
書
物
目
利
の
脂
玉
も
、
其
頻
の
瑛
電
思
に
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
第
M
四
號
　
　
　
　
五
七
．
（
五
山
ハ
一
）



母

　
　
第
十
叫
巻
　
　
班
　
究
　
　
江
戸
幕
府
の
禁
書
政
策
（
下
）

同
書
に
寛
丈
十
年
の
欝
籍
見
手
営
銀
請
坂
謹
丈
が
載
っ
て
居
る
か
ら
、

雌
年
な
下
る
事
の
無
い
の
に
確
貧
で
あ
る
。

一
、
同
じ
書
に
綺
陽
寵
錐
准
引
い
て
、
　
向
非
元
成
が
京
都
か
ら
來
解
し
乳

の
に
、
延
費
八
年
で
、
貞
享
二
年
に
書
物
改
役
に
な
つ
象
様
に
記
し
て

居
る
が
、
こ
れ
■
ほ
矢
張
向
非
元
仲
書
上
に
従
ふ
・
方
が
よ
か
ら
う
。
元
畜

の
書
上
に
に
「
延
賓
年
中
元
升
三
男
向
非
元
成
再
長
綺
繕
え
罷
下
薬
慮

同
入
寧
年
七
月
骨
五
H
元
戊
江
御
書
物
改
役
被
仰
付
」
ミ
明
確
に
記
し

て
居
る
の
に
、
向
井
氏
に
確
な
根
櫨
の
あ
っ
六
も
の
定
思
ば
れ
る
Q

一
、
春
徳
寺
の
磐
侶
に
、
古
く
か
ら
書
物
改
に
關
係
し
て
居
六
ら
し
い
O

通
航
一
魔
谷
一
四
三
に
、
長
嵯
寵
為
引
用
し
て
、
寛
丈
十
年
春
徳
寺
の

書
籍
見
定
し
て
の
手
當
、
銀
二
十
枚
の
講
取
識
丈
が
載
ぜ
て
あ
ろ
か
ら

殆
ご
當
初
か
ら
、
後
世
迄
引
績
い
て
、
其
任
に
あ
っ
六
の
で
あ
る
。
　
而

し
馳
位
に
向
非
氏
よ
り
低
い
O
手
當
の
如
毫
も
僅
に
銀
五
百
入
十
日
に

遇
ぎ
な
い
。

．
仰

第
四
號

覧
入
　
（
五
山
ハ
ご
）

0

・
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